
板橋区教育委員会特別支援教育連絡協議会設置要綱 
平成１９年２月２０日 

教 育 長 決 定 
 
（目 的） 
第１条 発達障がい等を含め障がいのある児童・生徒等の円滑な学校生活を支援すると
ともに、板橋区の特別支援の一層の充実を図り、関係機関が情報を共有し連絡調整を行
うため、板橋区教育委員会特別支援教育連絡協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

 
（構 成） 
第２条 協議会の委員は、次の職にあるものをもって充て、又は委嘱する。 

  ⑴ 教育委員会事務局次長 
 ⑵ 医師 １名 
 ⑶ 学識経験者又は大学教授 １名 
 ⑷ 臨床心理士又は臨床発達心理士 １名 
 ⑸ 高島特別支援学校長 
 ⑹ 志村学園長 
 ⑺ 健康福祉センター所長 
 ⑻ 板橋区子ども発達支援センター所長 
 ⑼ 障がい政策課長 
 ⑽ 障がいサービス課長 
 ⑾ 支援課長 
 ⑿ 指導室長 
 ⒀ 板橋区教育支援センター所長 
 ⒁ 区立小学校特別支援学級設置校長会長 
 ⒂ 区立中学校特別支援学級設置校長会長 
 ⒃ その他必要と認める者 
 
（任 期） 
第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任
期は、前任者の残任期間とする。 

 
（委員長・副委員長） 
第４条 協議会に委員長及び副委員長を置く。 
２ 委員長は板橋区教育委員会事務局次長とし、副委員長は委員長が指名する。 
３ 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。 



４ 副委員長は委員長を補佐し、委員長が不在の場合に、その職務を代理する。 
 
（会 議） 
第５条 協議会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。 
２ 委員長は、関係者その他会議運営等に関し、必要な者の出席を求めることができる。 
３ 協議会は、委員長からの要望に応じて学校の特別支援教育推進を支援するために、委
員の一部及びその他会議運営等に関し必要な者を招集し、専門部会を開催することが
できる。 

 
（会議の公開） 
第６条 協議会は、公開とする。ただし委員長が必要と認め、協議会の決議を経たときは、
非公開とすることができる。 

 
（役 割） 
第７条 協議会は、次に掲げる事項について企画、調査、検討等を行うものとする。 
 ⑴ 特別支援教育の現状把握に関すること。 
 ⑵ 特別支援教育の課題や施策に関すること。 
 ⑶ 特別支援教育の推進に係わる関係機関との総合調整に関すること。 
 ⑷ その他特別支援教育に関わる重要な事項に関すること。 
 
（専門部会） 
第８条 専門部会は次の職にある者をもって構成し、議長は委員長とする。 
 ⑴ 教育委員会事務局次長 
 ⑵ 教育委員会事務局指導室長 
 ⑶ その他必要と認める者 
 
（庶 務） 
第９条 協議会及び専門部会の庶務は、教育委員会事務局指導室が処理する。 
 
（委 任） 
第１０条 この要綱で定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別
に定める。 

 
付 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 
付 則 



この要綱の一部改正は、平成２１年４月１日から施行する。 
付 則 

この要綱の一部改正は、平成２５年４月１日から施行する。 
付 則 

この要綱の一部改正は、平成２７年４月１日から施行する。 
付 則 

この要綱の一部改正は、令和３年４月１日から施行する。 
   付 則 
この要綱の一部改正は、令和４年４月１日から施行する。 


